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経 済 論 叢(京 都 大 学)第148巻 第4・5・6号,1991年 ユ〔:1・.U・ユ2月

ス コットラン ド坑 夫 繋 縛制 変遷 概 観(2).

加 藤 一 弘

1坑 夫繋縛権をめぐる係争

控 訴 裁 判 所 判 決 に,炭 鉱 主 の 坑 夫 繋 縛 権 が 永 続 性 を 承 認 さ れ る よ う に な る の

は,サ ・ トマ ス ・ウ ォ レ スSirThomasW:i .llaceofCraigieと,ウ ィ リ ア ム ・

カ ニ ン ガ ムWilliamCunninghamofBro,vrnh.:illの 間 の 係 争 に た い す る,1708

年 の 判 決 か ら で あ るD。

自 分 の 土 地 で 炭 層 を 稼 行 し て い た ウ ォ レ ス は,係 争 が 起に る7～8年 前 に 稼

行 を や め,坑 夫 に ど こ へ 行 っ て も い い と の 許 可 を 与 え た が,繋 縛 解 除 の 証 明 を

与 え る こ と は な か っ た 。 坑 夫 の 中 に は,そ の 後 カ ニ ソ ガ ム の 炭 鉱 で 働 き だ し た

者 が あ っ た が,ウ ォ レ ス は 新 し い 炭 鉱 を 開 鑿 し稼 行 を 再 開 し た 際,カ ニ ン ガ ム

に 坑 夫 の 返 還 を 請 求 し,こ こ に 坑 夫 に た い ナ る 権 利 を め ぐ る 対 立 が 生 じ た の で

あ っ た 。

判 決 は ウ ォ レ ス の 繋 縛 権 を有 効 と 認 め た 。 ウ;ホ レ ス は 坑 夫 に 繋 縛 解 除 証 明 を

与 え て い な い か ら坑 夫 は 彼 以 外 に 雇 わ れ る1::.と は で き な い,カ ニ ン ガ ム は こ の

坑 夫 を使 用 し て1年 と1日 に 満 た な い か ら 坑 夫 に た い す る 権 利 を 有 し な い,と

い う趣 旨 で あ っ た 。

こ れ は 一 面 で は,坑 夫 に た い す る 権 利 に つ い て の,18世 紀 初 頭 に お け る 通 念

の,法 に よ る 確 認 で あ る 。 し か し こ こ で 見 逃 す こ と が で き な い の は .い っ た ん

成 立 し た 炭 鉱 主 の 坑 夫 繋 縛 権 と,坑 夫 と炭 層 の 現 実 の 結 合 と が 乖 離 し,そ れ が

ゆ え に 対 立 の 解 決 に 裁 判 権 が 動 員 さ れ な け れ ば な ら な か っ た こ と,対 立 が 現 実

1)こ の係 争 お よびそれ にたい す る判 決に つい ての翌鶴 屋4,t,J.Baτrowman,`SlaveryintheCoal-
MineofScotland',Tran∫.Ted .Inst.Mining.1… 弛gll離g8rらvol.14,1897-8.p.270;s.F.

Duckhem,AHistoryofthe,Scottish(】oα ∫1πゴ1オ∫∠r;v,1970,p.246.に 依 拠 してい る。
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の結合が否定 され るかたちで解決 された こと,で ある。 この乖離は,繋 縛権 が

実在 的根拠 を喪失 している ことを意味す る2)。 判決は,こ のような繋縛権 を,

繋縛解除が ない ことを根拠 に承認す るのである。

われわれは,こ のよ うな対立 の解 決の仕方に,坑 夫繋縛権 の観念化 の繭芽 を

読み取 ることがで きる。実在的諸関係 に直接に何 らかの基 礎 をもつ具体的 な も

のか ら,こ の諸関係 との関連か ら切 り離 され 自立 した,一 面 的,観 念 的 なもの

への転換 である。坑夫繋縛権 は,炭 層 と,そ れ とIiゴ然に結合 してい る坑夫 とい

う,エ ステー トとしての炭層の全体 にたいす る権利 か ら,こ の結合 を破壊 され,

炭鉱主の権能 を通 じては じめて炭層 と結合 され る,た んなる労働 力 としての坑

夫 にたいす る権利へ と転 換す る。それ は同時に,こ の権利 が,実 在的諸関係 に

はお構 いな しに絶対 的に行使 され ることで もあ る。

坑夫繋縛権 をめ ぐる係争は,18世 紀中葉 以降,き:わ だ って増大す る。 それ と

ともに係争の争点 も広が り,つ いには繋縛権その ものの内容が問われ るまで に

至 る。 この過程 で,坑 夫繋縛権 の観念 化 ・絶対化 は,ど こまで どのよ うに進行

したのか。そ してそれは,炭 鉱主 と坑夫 の関係の,い か なる変化 を指 し示 して

い るのか。以下 では,坑 夫繋縛権 をめ ぐる係争や対立 のなかで,関 連事:実が比

較 的明 らかな,し たが ってその意味 内容 を比較的容易 に確認す ることがで きる

事例 をい くつか取 り上げ,こ の点 を検討 しよう。

1坑 夫 繋 縛 権 の 観 念 化 ・絶 対 化 の 進 行

〔1〕 ジ ェ ー ム ズ ・ グ レ イ と ボ ー グ ル の 係 争

JamesGrayofDalmarnockv.,Bogle')

2)こ の乖 離は,17世 紀末 頃 か ら現れ,はじめた と考 え られ る。i美i;現は し㌃ か ったが].700年 には繋 縛

立法 強化 の動 きが 見 られ た。炭 鉱主 は 自分 の居住 す る県 の首 都 で逃亡坑 夫 を公示 すれ ば,坑 夫 に

た いす る権 利 を喪失 しない,と い うのが その趣 旨で あ った。C:[,Bal.row皿an,`椀`,p.269.な お

拙稿 「ス コッ トラ ン ド坑夫 繋縛 制変遷 概観{エ}」,r経済 論叢』 舞il148巻第工・2・3号,ユ991年,第 ユ

章 第1節 にふれた18世 紀初 頭の坑 夫繋 縛 につい ての通念 は,..炭層 へ の繋 縛(① の特 徴)と 炭鉱 主
への繋縛(③ の特 徴).と い うそ れ 自体 とし・ては相異 な る.もの が.並存 統一 して い る.繋 縛制 の本 来

の 資が 二の統 一 にあ った とすれ ば,そ の変質 橘 この統一 の解.俸に.ある。

3)こ の係 争や それ にた いす る判 決 につ いて の整理 お よび 関連:V:実に.ついて は,1う 鼠.pp.27L/
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グ レイ は グラス ゴー の東,カ ー ンタ イ ン!Ca:rntyneと シ ェ トル ス トJShet-

tlestonに 土 地 を持 ち,あ る炭 鉱 を そ こで稼 督 してい た。 あ る時 点 か ら彼 は こ

の炭 鉱 の稼 行 をや め,坑 夫 に炭 鉱 か ら離 れ る許 可 を与 え たが,繋 縛 権 そ め もの 、

ほ放 棄せ ず,毎 年 坑 夫 とこの権 利 を確 認 して いた 、,坑夫 の うち6名 は,グ レイ

の許 しを得 て シ ェ トルス トンの ボ ー グル の 炭鉱 で働 き,な か には ボ ー グル の炭

鉱 に きて1年 と1日 以 上 が た った者 もでrl:.:獄二。 グレイ が 自分 の所 有 す る別 の

炭鉱 に彼 らを誘 った時,ボ ー グル は1年 と..1日 の使 用 の実績 を踏 ま え,坑 夫 に

た いす る権 利 を主 張 した。 しか し控訴 裁 判:所 は ボ ・一グル の主 張 を退 け た。坑 夫

が ボ ー.グル の炭 鉱 に 自分 を繋 縛 しなか った 以上,ボ ー グノレは坑 夫 に た いす る権

利 を持 た な い,と され た の で あ る。

この判 決 では,1708年 の それ と比 べ,い っ たん成 立 した繋 縛 権 が坑夫 と炭 層

の現 実 の結 合 に,い うそ うは つ ぎ りと優 先L、 てい る。1708年 の場 合 は,現 実 の

結合 が1年 と1日 に満 た ない とい うこ とが,坑 夫 に た.いす る権 利 の発 生 しない

根拠 とされ た。 そ こで は一 定 の現 実 の結 合 が,繋 縛 権 の権 限 と して.以 前 か う

の繋 縛 権 に,あ る程 度 は対 抗 で ぎる もの と,'さ:れて1、・た の で あ る。 それ が この判

決 では 完 全 に否 定 され た。 これ は 何 を意 味 す るのか 艦、

グ レイや ボ ー グル の炭 鉱 稼 行 につ い ては 、 以下 の事 実 がわ か って い る。

1737年 ジ ョン ・グレ イJohnGray(ジ 、、:、・・一ム ズの先 代),ウ ェス ト ミュア

Westmuir(カ ー ンタ イ ン)の 炭 鉱 に揚水 風 車 を設 置

これ以 前 か らカ ー ンタ イ ン とシ 。,.トル ス トンの 炭鉱 を稼 行

1742年 ジ ョン ・グレ イ死 去

1756年 ボ ー グル,シ ェ トル ス トンの炭 鉱:.皇i.

グ.レイは シ ェ トル ス ト/の 炭 鉱 主 と.L、て は登 場 しない

＼274;Ducl【ham,ψ.`菰,PP.78,83,154-5,3641.こ:=依 拠 してい る。

4)こ こで判 決の論 理 として考 え得 るの は,グ レイが毎 年坑 夫 と繋縛 関係 を確認 して いた ことが,

この否 定 を なし うる直接 の根 拠 とされ た,と い う1:.とであ る。 だが これ だけで は,問 題 は 明 らか

にはな らない。 なぜ坑夫 との毎年 の繋縛 関係 の確 説:が,坑 夫 と炭層 の現実 の結 合 に優 先 す る の

か,に 変わ るだけで あ る。

5
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1764年 シ ェ トル ス トソに排 水 蒸気 機 関設 置

グ レイ は関 係者 と して現れ な い

ユ768年 ジ ェー ムズ ・グ レイ,カ ー ン タイ ンに排 水 蒸 気機M設 置

グ レイ の炭 鉱 稼 行 が,当 初 か らカ ー ンタ イ ンに比 重 が あ り,し か もそれ は後 に.

なれ ば な るほ どは っ き りし,ジ ェー ム ズの代 に な る と シ.、.トル ス トンの 稼行 か

ら次第 に撤退 し,カ ー ンタ イ ンの開 発 に専 念 す る よ うに な った こ と,ジ ェー ム

ズが稼 行 をや め た炭 鉱 もシ ェ トル ス トンの炭鉱 で あ った こ とが,上 の事 実 か ら

推 定 され る5)。

こ こか ら次 の よ うに考 え られ る。 まず グ レイの利 害 で あ る。 カ ー ンタ イ.ンを

重 点 開 発 しよ う とす る彼 の立場 か らい えば,シ ェ トル 臥 トンで彼 に従 属 してい

た 坑 夫 は 決定 的 に重 要 な労 働 力 で あ る、、だ が坑 夫 は合 体 され る炭 層 が 存在 しな

い か ぎ り労 働 力 と して の意 味 を もた な い。 そ こで グ レ・.1..はシ ェ トル ス トンでの

稼 行 をや め るに際 し,坑 夫 の この炭 鉱 へ の繋 縛 は解 いた が,繋 縛権 その ものは

放 棄 せず,毎 年 坑夫 との 間 で これ を確 認 して い た。 した が って彼 の坑 夫繋 縛 権

は,彼 の将 来 の エ ステ ー トを前提 し,こ れ にた いす る権 利 を保 障 せ んが た めの

もの であ る。 グ レイは 自分 の こρ権 利 を,実 在 す る諸 関 係 に優 先 す る もの と し

て主 張 した の で あ る。

これ にた い し,ボ ー グル の坑 夫 に た いす る権 利 の根 拠 ぽ,坑 夫 と炭 層 の現 実

の結 合 に あ る。 坑夫 と炭 層 の 自然 な結 合 とい う観 点 かi:i;・す るな らば,明 らか に

ボ ー グル の権 利 が グ レイ の権利 に優 先.し,グ レイ の主 張 は繋 縛権 の濫 用 で あ る。

す なわ ち現 実 の直接 的 生 産 過程 に関 す るか ぎ り,グ レ イが.炭鉱 の稼行 をや め,

この炭 鉱 か ら離 れ た坑 夫 が 別 の炭 層 と結合 して一 定期 間 を経 た時 点 で,彼 と彼

の 繋 縛 坑 夫 が 関 係 を取 り結 ぶ べ きエ ス テ ー トは 消 滅 して:い るの であ る。

グ レイ の主 張 にお いて は エ ス テ ー トは変 質 して い る。 それ は坑 夫 と炭 層 の 自

然 な結 合 を基 礎 と した,現 に実 在 す る もの均 ら,.炭 鉱 主 の意 志 によ って は じめ

5>こ の係争 が生 じた時期 は,こ こでは直接 に は明 らかで ほない が、.こ.の推定 に よれ ば,そ れ は

上742年の少 な くとも数年 後 か ら1756年,遅 くとも1768年 の間 であ.・.=.ブ1:二と考 え られる。
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て存 立 す る もの へ と転 換 して い る。 この 変:質 したエ ステ ー トに おい て は,炭 鉱

主 が 坑 夫 と炭 層 を合体 す る主 体 と して現:れ る。 それ に対 応 して 坑 夫 は,こ の主

体 へ の従 属 関 係 が い った ん成 立 す れ ば,そ れ を解:消 す る こ とが 不 可能 な者 と し

て現 れ る。 した が って坑 夫 が この 関係 の外 で と:のよ うに存在 して い よ う と,そ

れ は この関 係 とは 何 の関 係 もない ので あ る。

判 決 は,変 質 したエ ステ ー トを正常 な もの と して 承認 した。 それ ゆ えに,1

年 と1日 の坑 夫 使 用 実 績 が,繋 縛権 の権 原 と して は っ き りと後 退す る こ とに な

った の であ る。

〔2〕1763年 控 訴 裁判 所 判 決:.ロ バ ー ト ・スペ ンス・と ジ ェー ム ズ ・ス コ ッ ト

の係 争

RobertSpencev.J8【nesScott')

1739年,ジ ェー ムズ ・ス コ ッ トは,グ ラス ゴ・一に 隣 接 す る ラザ グ レ ソRu-

therglenで,1739年 ラザ グ レ ンの タ ウ ンか ら,翌40年 には ス ベ ンスか ら も炭 層

を賃借 し,炭 鉱 を開墾,稼 行 して いた 。][75!=1年,彼 は この炭 鉱 を放 棄 して 別 の

新 しい炭 層 の稼 行 に移 った 。1760年 スペ ソスは,ス=1ッ トが 放 棄 した炭 鉱 を 自

分 で稼 行 しは じめ,ス コ ッ トが新 しい 炭鉱 に韮匡れ 去 った坑 夫 の返 還 を請 求 した 。

ス コ ッ トは,実 際 に炭 鉱 を開墾 し坑 夫 を連 れ て きた のは 自分 で あ る と して,坑

夫 に たい す る権 利 を主 張 した。 「差 配 人 の ス ・=τッ ト氏が この事 業 を始 め た と き,

炭 鉱 もなけ れ ば坑 夫 もい なが つた の です。」 だ が 控 訴 裁判 所 は これ を 退 け た。

そ の根拠 は,坑 夫 は炭 層 の賃 借 人 にで は な く炭 層 そ の もの に繋 縛 され る,と い

う もの で あ った 。

係争 前 後,ス コ ッ トの ラザ クレ ソで の炭 鉱 稼 行 に関 して は,他 に

1756年 ス コ ッ ト,ラ ザ グ レ ンの炭 鉱 主

1760年 グ ラス ゴ ーの トレイ ド ・ハ ウス,炭 鉱 の坑 深 度 を増 し蒸 気 機 関 を設 置

す る募金 を開 始

6)と の 係 争 や そ れ に た い す る判 決 に つ い て の 整 理:ll:,」::び関 連 事 実 に つ い て は,Barrowman,OP.

```.,PP,271-2,275;Duckham,伽(乙,PP.173,245..に 依 拠 し て い る。
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が わ か って い る。

以 上 の 事 実 か ら係 争 前後 の炭 鉱 を,次 の よ うに捉 え る こ とが で きる。 第1に

ス コ ッ トが,ラ ザ グ レ ソの タ ウ ンの炭 層 とス ペ ソスの炭 層 を,踵 を接 す る よ う

に賃借 し炭 鉱 を開鑿 した こ とが 注 目され る。2っ のエ ス テ ・一 トは,そ れ ぞ れ 個

別 に稼 行 され た の で は ない 。 ス コ ッ トは2つ の コ・ステ ー トに また が るか な り大

規模 な排 水通洞 を建設 し,こ の労働手段 を基 幹 として,

この ような推定 が,こ こか らでて くるのであ る1,

炭層 の稼行 が出発 した。

だ とす れば,坑 を開墾 したの も坑夫 を集 めたの も自分 であ った,と のス コッ

トの主張 の意味 もは っきりす る。 ス コッ トが建.股した排 水通洞が,炭 層 に坑 夫

を結合す る決定的 な条件 として現れ,し たが ゲ ζ::たんな る炭層所有 者 とは区別

され る経 営主 としての彼 こそが坑夫 を従属 させ る主体 と して現れの,彼 に とっ

て坑夫 にたいす る自分 の権利 は 自明であ るように思われたのである8)。

第2に,ス コッ トが別の炭鉱 に連れ去 った坑.夫1の繋 縛権が,ユ760年 まで問題

にな らなか った ことは,彼 が1755年 にこの炭鉱 の稼行 を放棄 した のは,当 初建

7)こ れ は炭 層 「所 有 」の 意味 の変化 で もある。炭 層 「所 有」 は 本来 の意 味 では共 同社 会 にた い し

て ニス テ ー トを総括 し維 持 す る責務 を負 う者 の権 利 ・戦 歿 の 総 体 で あ る、、Cf..W.H.Fraser,

ConflictandClass,1988.PP.2-3.し た が って炭 層 「:所有 」 はそれ 自体 が,実 在 す る従属 関係

を うち に前提 と して含 ん でい る。坑 夫 を従属 させ る主体 と して の経 営主 の 登場 は,こ の よ うな炭

層 「所 有」 の,た ん なる土地 自然 の所有 としての炭層 所 有 と炭 鉱主一坑 夫 の従 属 関係 が分離 す る 』

出発 点で あ る。 もっ ともこの係争 が生 じた とい う ことは1本 来 のエス テー トが強 固で あ った な ら

ば,ス コッ トの坑夫 との関 係が従 属関係 として法認 され1彼 の いわば経営 権 力監炭 層 「所 有」 権 と

してスペ ンスの それ に とって 代わ りうる可 能性 が存在.L,た と.いうこ とであ る。 だ が実際 には そ う

は な らな か った。

8)こ こで の論述 に直 接 には 関わ らないが,ス コッ トの権 利 につい て重要 で ある のば,彼 が係 争 の

焦 点 で ある炭 鉱 を放 棄 した後 も,相 変 わ らず ラザ グ レン「で.炭鉱 を稼 行 し,「 差配 人」 と称 され て

い た こ と,1740年,グ ラスゴ ーの タウ ン ・カ ウンシル7h",グ.ラ ス ゴー市 民 の便益 のた め,ラ ザ グ

レンの タ ウンに,炭 鉱 まで の道 路 の修理 に30ポ ン ドを提 供 して いた こと(こ れ は ス コ ッ トの炭鉱

が グラス ゴーの タウ ンに とって も重要 な燃 料供給 元 に な ヴていた こ と を 物 語 る)で ある。Cf.

Duckham,弼4,p.173.こ こに は,ス コッ トとラザ.ク.レンの タウ ン,間 接的 には グ ラス ゴーの

タ ウン との,た んな る炭 層の賃 貸借 関係 や石炭 の需要 元 と供給 元 の関係 に とどま らね.こ の 経済

関係 が 同時 に タ ウ ン内の社 会的 ・政 治的関 係 にまで高 ま ゲてい る よ うな関 係が示 唆 され てい る。

この関 係 か らす れぽ,ス コ.ットは,ラ ザ グレンの タ ウレリ後援 を受 け,タ ウンの利益 を実 現 する

た め に,炭 鉱 を開発 した ので あ って,ス コッ トが坑夫 にた.いして権利 を有 す る とすれ ば,そ れ ほ

同時 に タウ ンの権 利 で もあ るpそ して この 関係 が強固 で あるの に比例 して,ス コ.ットとスペ ンス

の対 立 は,タ ウ ンの エス テー トとスベ ンスのニ ステ ー トD:対立 とい う側 面 を強 める こ とにな る。
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設 した排 水 通洞 に よ って は稼 行 可 能 な炭 短i}の確保 が難 し くな った か らで,そ の

後 この炭 鉱 の活 動 は 停 滞 してい た こ とを示 唆 して い る。 ス コ ッ.トが去 った後 も.

別 の賃借 人 に よ って この炭 鉱 が 以 前 と同様 に稼行 され て いた な らば,生 産 の決

定 的 に重 要 な要 因 で あ る坑 夫 の使 用権 が,そ の時 点 で問 題 に な らな いは ず は な

いか らで あ る9}。

スペ ソスが坑 夫 の返 還 を請 求 した と同 じ.1.76⑪年 の,グ ラ ス ゴー の トレイ ド ・

ハ ウスの 動 きは,同 じタ ウ ンを 中心 とす る急 速 な都市 の成 長 に よ る燃料 市 場 の

逼 迫 を示 して い る。 スペ ンス は これ に呼応 し'て.,自 家 有 炭 鉱 の再 開 発 に と りか

か り,必 要 にな った 坑 夫 を確保 す るの に,と りあ えず 手近 に あ った 手段 を行 使

した ので あ る。

炭 鉱 の 稼行 を め ぐる事情 が以 上 の よ うで あ って みれ ば,係 争 にお け る対 立 は.

坑夫 と炭 層 の 自然 な結 合 が か な りの程 度解 体 しつ つ あ る基 礎 上 で生 じた もの で

あ る。 ス コ ッ トは,自 分 が 建 設 した労 働 手 段 を物 的基 礎 と して,経 営主 と して

の 自分 こそが 坑 夫 を炭 層 と結合 させ る主 体 で あ る とい う関係 を現 実 と し,こ の

関 係 にお い て は経 営 主 の権 利 が 炭 層 の所 有 権 に優 先す る と主 張 して い るの で あ

る。

一 方 ス ペ ンス の権 利主 張 も
,エ ステ ー トに たい す る権 利 を根拠 に す るか ぎ り

は,権 利 の濫 用 であ る。 す なわ ち将 来 に お け る可 能的 な,実 在 しな い エ ス テ ー

トに た い す る権 利 の主 張 で あ る。 それ ぽ先 の グレイ の場 合 とま った く軌 を一 に

して い る。

しか し,こ こで先 の事 例 と異 な る点 は,.繋 縛.立法 上,繋 縛 権 の発 生,消 滅 い

ず れ の場 合 で も重要 な基 準 であ った1年 と::[Fと い う期 限 が,:全 く問 題 に され

て い な い こ とで あ る。 判 決 が炭 層 へ の繋 縛 を賃借 人 へ の繋 縛 に優 越 させ た とい

うこ と,す なわ ち対 立 を,炭 層 の所 有 権 と賃借 権 の問 の 問題 と した こ とで は,

これ を説 明す る こ とは で き ない 。 た しか に賃借 人 は炭 層 に繋 縛 され た坑 夫 を賃

9)す ぐあとにも.ふれるよう.に,当時の炭鉱 リースはす.なわち繋縛坑夫の リースであった。そこで

は優良な坑夫をどれだけ抱えているかが炭層の賃貸条件を直接に左右したのである。Cf.Duck・
he皿,ゴ腕4.,p.245.
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倍 す る権 利 が あ るだ け であ る。 坑 夫 が も と も とこ5:}炭 層 で働 い て い たか 否 か も

問 題 にな ら ない。 賃 借 人 が 自分 の費用 と手 間 をか け.て坑夫 を炭 層 に合体 した と

ころで,彼 が それ を な しえ た前 提 が この炭 層 の賃 借 で あ る以 上,そ れ は た だ炭

層所 有者 に坑 夫 繋 縛 権 を もた らす だ け な のが 原 則 な.ので あ るlo)。

とは い え賃 貸 借 関 係 に基 づ い て いえ るこ とは,賃 借 人 が賃 借.人 で あ る こ とを

や めた.以上 は,賃 借 権 の対 象 とな った炭 層 に繋縛 諮れ るべ き坑 夫 に つい て権 利

を主 張 で きない,と い う こ とだ け であ る。 この ことが り一ス終 了後 も炭 層所 有

者 の坑 夫 に たい す る権 利 の 積極 的根拠 と.して機 能 す るの は,1年 と1日 の期 限

10)こ こで記録に伝わるい くつかの炭鉱 リースを時代を追って:1叡り.ヒげ,そ こでの賃借人の坑夫に

たいする権利の特徴を整理しておこう。

(1)1661年 フォース湾岸の炭鉱

賃借人は炭鉱から逃亡した坑夫に復帰を命じ探索し逮捕'」連れ戻す権利を炭鉱 とあわせて委譲

される。

(2)1681年 ボニスBo'nessの 炭鉱と製塩場

賃借人に従属する坑夫のリスト

採炭夫13名

地生え運搬夫5名(1名 は半人前)
地生え運搬婦21名(5名 は半人前)

外来運搬夫1名

外来運搬婦10名(2名 は半人前)

(3)1732年 レヴン伯爵theEarlofLeavenの ランデール1;1.ieLandalesへ のリース

賃貸人は賃借人に 「現在彼のものである彼の地生えの坑夫.」を皆委譲した

④1740年 の,本 稿にとりあげた係争の出発点となったり・一・ス

もともと炭層に存在しなかった坑夫にたいする権利が法律ir上の問題となり・炭層所有者がそれ

を獲得する

(5)1760年 キャンパスラングCambuslang(ラ ザグレンの芽…:隣)付近の炭鉱

既に炭鉱に繋縛されている採炭夫,運 搬婦,釣 り掛け夫,.バ ンクスマン,支 線夫その他のリー
ス

リース期 間 内に合法的 に雇 い入 れ られ繋縛 され るであ ろ う坑夫 の リース

賃借 人は 自分 の望 む数 だけ何人 で も坑 夫 を雇 うこ とがで.き旨逃亡 した坑夫 を連れ 戻 し処罰 す る

権 利 を もつ

Cf.Barrowman,ψ.`肱,PP.271-2,274;Duckha皿,OP.切 りp.24.5.

① ～ ㈲ の事 例 と(4)(5)の事例 とは,は っ きりと区別 され る、.:前者 では既 存の繋 縛坑 夫 しか問 題 に

してい ない のに たい し,後 者 では将 来 の坑夫繋 縛 権 が承認 され る。 これ は法 の論理 か らい えば当

.然 で ある。例 えば 浮浪 者 を捕 らえ て奴 隷 と して使 用す る権 利は.土地 所 有 者 の権 利 で ある。Cf.
'F

raser,⑳,.`甑,PP.4-5.だ か ら前者 に おい て将 来 の繋縛 権 の規 定 がない のは,リ ー.ス満了 時,

その時 点で炭 鉱 に合体 されて いる坑夫 を炭 層所:有著 に引 き渡 ナのが ごぐ自然 な行 為で あって,わ

ざわ ざ規定 す る必要 が なか ったか らで ある と考 え られ る。 で1コ:,そ の よ うな本 来不 必要 で あ った

規 定 が,な ぜ必要 とな ったの か。 ここに も,炭 鉱経 営 が事i美;上:,炭層所 有者 にでは な く賃借 人 に

従 属す る坑夫 をつ くりだ しつ つあ るこ とが指 示 され てい る、.
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が生 きているか ぎb,リ 一層ス満了か ら1・年以 内に,そ の時点で炭鉱 に合体 され

てい る坑夫 を.炭 層所有者が賃借人 に引{≧r渡しを請求す る場合 で しか ない。 こ

の期 間 を過 ぎて,繋 縛権が継続的 に確認 され ることが ない場合 は,か つて リー

スの対 象 とな った炭層 は..も はや坑夫 の繋縛 とは関係がない。 そ して現 実 を見

るか ぎ り,ス ペ ンスが毎年繋縛権 を確認 していた形跡はないのであるQ

ではなぜ この よ うな消極 的根拠 で しか ない ものが,坑 夫 にたいす る権利 を決

定的 に規定 す る要 因 となったのか。考 え られ る事情は次 のよ うな ものだけであ

る。

坑美 との間で繋縛権 の確認 を していない以上.炭 層は繋縛権 の権 原 としては

消滅 に向か わざるをえない。 しか しそれが決定的 に消滅 す るのは,他 に明 らか

に権 原が発生 してい る場合 である。発生 していない場合 には,坑 夫ば誰 か に繋

縛 され なければ な らないの であるか ら,こ のい ったん成立 した繋縛権 が有 効に

な らざるをえない。

ス コ ットは連れ去 った坑美 を新 しい炭層 で5年 間継続 して使用 してい る。 こ

れ は明 らか に繋縛権が発生 す る条件 となる毛、のであ る。 ス コッ トが この炭層¢)

所有者 であ ったな らば,こ の権利 を強 力 な毛,のとして主張 しえたはず であ る。

しか し彼はそれ をや らず,以 前の賃借人 として,坑 吏 にたいす る権利 をスペ ン

ス と争 った。つ ま りス コッ トは新 しい炭層.て渥、賃借人であ り,繋 縛権 を主張す

る主体 にはなれ なか ったの であ る。

しか しそ うだ として も,こ の新 しい炭 層の所有者 ならば有効 にスペ ンス と争

っことがで きたはず である。だが この係争の記録はない。 なぜか。われ われは

ここで,こ の所有者が,ス コッ トが主張 す るよ うな坑夫 にたいす る経営主 とし

ての権利 を承認 し,炭 層所有者 としての権利 を事実上後退 させ,ス ペ ンスの請

求に対抗で きるような関係 を坑夫 との間で作 りあげてお らず,ま たその意 志 も

もちえなか った と考 えることがで きるのである。

か くしてス尽 ソろは勝利 した。 この勝利 は,エ ステー トとしての炭層の解体

ゆえに生 じた対立 におけ る,こ の解体 ゆえに もた らされた勝利 であった。 した
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が ってその結果は,坑 夫繋縛権 の無視 しえない変質 と.なった。 グレイの場合 は晃

炭層所有者 と坑夫の間での不断の確認 をま っては じめて繋縛権が維持 されてい

た。 そ こではエステー トに関係す る当事者たちの利害の調整 が,少 な くとも形

式的 には,な お繋縛権 の前提で あった。 しか しこの:事例 においては,坑 夫繋 縛

権 は,実 在す る関連か ら切 り離 され た(こ の関連 は.ス…ッ トの もとにある)た

ん なる坑夫請求権 と して,し か もたんなる炭層所有か ら直接 に発生す る権利 と

して,承 認 されたのであ った。

2坑 夫繋 縛 権 の 観 念 化 ・絶 対 化 の典 型

〔1〕1754年 控 訴 裁 判所 判 決=ダ ソ ダス とジ ョン ・.マi・・一 ドの係 争

Dundasv.JohnM'Lords')

ス タ ー リン グ シアStirlingshireの キ ャ ロ ソCar:亡 。:aの 近 く」 ク ォー・ロール

Quarroleの 繋縛 坑 夫 シ ンプ ソンSimpsonは,逃 亡 して ジ ョン ・マ ロー ドの バ

ウハ ウスBowhouseの 炭 鉱 へ行 き,そ こで働 くよ うに な って:[年 以 上 が経 過

して い た 。 そ の後 ダ ソ ダス が ク ォ一 目ール の炭 層賦 存 地 を購 入 し,こ の土 地 の

繋 縛 坑夫 リス トに あ った シ ンプ ソンの返 還 をマ ロー ドに請 求 した。

控 訴裁 判 所 は ダ ンダス に,シ ンプ ソンにた い す る繋 縛 権 を承認 した。 シ ンプ

ソ ンは逃 亡坑 夫 で あ るか ら,1年 以 内 に返 還 請 求 が な くて も繋 縛 権 は消 滅 しな

い,と い うの が そ の理 由 で あった 。

〔2〕1761年 控 訴 裁 判所 判 決:ダ ン ダ ス とジ ョン ・カ… クの係争

Dundasv.JohnKirk

上 の ク ォー ロ ール の近 く,キ ャ ロン川 の下 流 グ レイ ソジGrangeに あ る炭 鉱

か ら,あ る坑 夫 が去 って,ク ォー ロール の炭 鉱 で:L年 半 働 い てい た。 この肺 夫

が グ レイ ン ジに戻 ろ う と した と き,ク ォー 仁 一ル の廉鉱 主 ダ 泌ダス は,彼 を ク

ォーF一 ル に 引 き戻 し,こ こに繋 縛権 の所 在 を め ぐる係 争 が 生 じた。

11)以 下 の 二 つ の 係 争 お よ び それ に た い す.る判 決 に つ い て の豊 国三は,Barrowロ,ψ.cit.,p.271

に 依 拠 して い る∴
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控 訴 裁判 所 の判 決 は,ダ ン ダス の権 利:重:i認め た。 この坑 夫 が1年 を超 えて彼

に使 用 され て い た とい うの が,そ の根 拠 で あ った 。

こ こに あげ た2つ の係 争 で は,ダ ンダ ス と1いう同 一一人 物 が 当 事者 と して現 れ

て い る。 したが って以下 で は,こ の2っ の係 争 をま とめて取 扱 い,ダ ソダ スの

炭 層 所 有 を1つ の焦点 と しなが ら,関 係 諸利 害 の構 造 や そ の推 移 につ いて 検 討

して い くこ とにす る。

そ の噤 まず 指 摘 してお きた い のは,第1に2つ の 判決 が,坑 夫繋 縛 権 の 恣意

性 を最 も端 的 に示 す もの と.して紹 介 され て:きた とい.う こ とで あ る。 す なわ ち こ

の2つ の係 争 で は,一 方 で は過去 に成 立 し,てk,・・た繋 縛権 を炭 層 の所 有 を根 拠 に

主 張 し,他 方 では 現 に生 じて い る坑 夫 のll≒i.層との結合 を根 拠 に過 去 に成 立 して

い た坑 夫 にた い す る請 求権 を否 定 す る,す な.わち それ ぞれ の係 争 で 全 く相 反 す

る利 害 の担 い手 と して 現 れ た ダン ダス が,適 法性 が か な らず し もは っ き りしな

い ま ま,ど ち らの係 争 で も勝 利 す る こ とに:なった の であ る。2つ の係 争 を紹 介

して い るパ ロー マ ンは,ケ ー ムズ卿Lord.K:ame$の 言 と して.,シ ン プ ソンが

逃 亡 した の が ク ォー ロ ール で仕事 が な くな った か らで あ った な ら,そ の 時点 か

ら1年 と1日 後 には彼 は 自 由で な けれ ば な らない との,54年 判 決 に た いす る批

判 に言 及 して い る。 また6ユ年 判 決 につ い て,41し この坑 夫 が 自分 を グ レイ ジソ

に繋 縛 して い た の な ら,こ の判 決 は ま った.く混乱 した もの だ と指 摘 して い る12)。

第2に,キ ャ ロン鉄 工 会 社theCarronI;<:,mpanyが ス コ ッ トラ ン ドの工 業

化 に画 期 的 な役 割 を果 た した こ とは,周 知 の こ とが らに属 す るが,以 下 にふ れ

るよ うに,こ こでの2つ の係 争 は,キ ャ ・:1:/の製鉄 工 場 の,こ の地 域 で の設 立

の前 後 に発 生 し,ま た ク ォ一 口ール の炭 鉱 も グ レイ ンジ の炭 鉱 も,こ の工場 の`

発 展 と密 接 な関 係 を もって いた 。 これ ら2点 は,こ の 事 例 を,旧 制 度 で あ る坑

夫 繋 縛制 の変 質 を示 す,1っ の 典 型例 とす るの で あ る。

この2つ の係 争 に つ いて の 関連 事実 は 次 の よ うな もの で あ.る墨3)。

12)Cf.必 ゼ.

13)こ こで取 り上げた事実については,Ba町OW皿a】1.,ibis(,の他,Duckha皿,op.cゴ 彦.,PP,65,102,
174-7;R.H.Campbell,CarronCompany,1961Lpp.32,47,65に 依拠しτいる。
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グ レイ ン ジの炭 鉱 を所 有 して いた ハ ミル トン..公爵は,炭 鉱 を拡 張 す る

資 金 が な く,炭 鉱 を ロ ン ドンの 宝 石商 人 デ ヴ ィ ッ ド ・メ イ ンDavid

Mainに 売却 した。 この 炭鉱 は ま もな く転 売 され,uド ンの銀 行家

ウ ィ リア ム ・ベル チ ア ーWillia皿Belchierの ア;賄 とな った ・後 に ダ

ンダス と争 うジ ョン ・カー クが,炭 鉱 の 監 督 で あ った 。

同 じ頃,ダ ンダ ス は ク ォ一 口ー ル を購 入 し,坑 夫 の返 還 を請 求 した。

ダ ソ ダス とマ ロー ドの係争 の判 決 。 、

グ レ イ ソ ジに隣接 す るボ ニ スBo'nessで 坑 内17ゴ ン ゥ ェィ敷 設 。

1759年 キ ャ ロソ社 の製鉄 工 場 が 設 立 され,ダ ソダニフ:.と1の間 で 石炭 購 入 契 約 を

結 ぶ 。 ダ ン ダス は当 時 ク ガ ーロール で2つ の坑 を稼 行 して い た が,す

ぐに出 炭能 力不 足 に陥 った。

1760年 キ ャ ロン社 の重 役 ジ ョン ・ローパ ッ クJohn.Roebuckが ・・ミル トン

公 爵 か らボ ニ ス にあ るキ ネ イルKinnailの 炭 鉱 を賃借 す る。 この炭

鉱 で は何 名 か の イ ン グラ ン ド坑 夫 が 使 用 され,ま た ま もな く長 壁 式 切

羽 を採 用 した。

1761年 ダ ンダス と カ ー クの 係 争 の判 決 。

キ ャ ロン社,ダ ソダ スか ら ク ォ一 口ール の炭 鉱:1ヒ賃借 。 ただ ちに4つ

の新 しい 坑 を開鑿 し,イ ン グラ ン ド坑 夫 を;Eil:入した 。

1770年 キ ャ ロソ社 の元 重 役 キ ャデ ルCadellの 息1≡il;幽・ ウ ィ リア ム ●キ ャァ ル

.ジ ュニアWilliamCadelljunior力 斌 ル テ】=..ア.一一か ら.グレイ ンジの炭

鉱 を賃 借 。 この時 点 で この炭鉱 は,稼 行 が 休止 状 態 で あ った が,以 後

キ ャデル は活 発 な再 開発 を続 け た。

・774年 坑 夫 の帰 属 を め ぐるキ ・.　 /社 とキ.・デ ル ・::・触 ・ キ ・デル が稼 行 ず

る グ レイ ン ジに繋 縛 され て い た坑 夫 が キ ャ1;・γ社 が稼 行 ず るキ ネア ー

ドに移 って働いていた。キ ャデルは この坑夫 の返還 を請求 し,結 局坑

夫 は グ レイ ソジ に戻 され た が,キ ャ ・ ン社 の抗 議 は強 か6た ・.

以上 の事 実 につ い てわ れ わ れ が気 づ くの は,ま ず,ダ ノダスの グ ォー ロール
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購 入 が,こ の地 域 で石 炭 需 要 が 未 曾有 の水準 へ と増 大 し,炭 層 の重 要 性 が 飛 躍

的 に.高ま って い く最 初 期 に位 置 して い る 、:::,とで あ る。

次 に,キ ャ ロン社 が 製 鉄工 場 を建 設 し."1::後は,炭 鉱 の稼 行 の規模 や様 式 も大

幅 に変 革 され てい く。 続 け ざま に係 争 を.引ぎ起 こす ほ ど坑 夫 の確 保 に 狂奔 し石

炭 を掘 りま くろ うと した ダ ンダス も,キ ー ・・ン社 の膨 大 な需要 に は対 応 の しよ

う もなか った 。会 社 自身 が稼 行 に乗 り出 し.,イン グ ラン ド坑 夫 を投 入 して,こ の

炭 鉱 は 坑 数 だ け で も一 挙 に3倍 化 したの 「:Lあった。 ローバ ックの キ ネ イルや キ

ャデル の グ レ イソ ジ も,ク ォー ロール と匡…ii様の動 向 を示 してい る。

ダ ソ ダス の2つ の 係 争 にお け る利 害 が、.炭層所 有 を最 大 の拠 り どこ ろに,一

人 で も多 くの坑夫 を確 保 して,急 速 に増:大:する石 炭 需 要 か ら利 益 を引 き出 そ う

とす る もの で あ った こ とは,明 らか で あ る。 それ は これ ま でに棟 討 して きた 事

例 に お け る炭 層所 有 者 の利 害 と全 く同一 「:i:ある。

だが 重 要 な相 違 が あ る。 まず54年 判 決 で あ る。 この判 決 は,バ ウハ ウス の炭

鉱 主 の権 利 を,坑 夫 が ク ォ一 口ール か ら離 れ たの が逃 亡 で あ った 故 を もって以

前 の繋 縛 を有 効 とす る。 だ が炭 鉱主 は,新 し.k、・坑夫 を雇 うの に際 し,彼 が 逃 亡

坑夫 で あ ξか否 か を判 断 す る ことは不 可 能'1:iある。 だか ら1年 と1日 とい う期

間 が炭 層所 有 者 向 ± の係 争 では繋 縛 権 を め ぐって常 に問題 に な らざ る を え ない

の で あ り,い か な るか た ちで あれ この期 間 が,繋 縛 の実在 性 の証 明 と して生 き

て い る か ぎ りで しか,繋 縛権 は権 利 と して安 定 しない の で あ る14>。

したが って,た だ逃 亡 の故 を も って繋 縛:権の存続 を承 認 す る ことは,繋 縛権

か ら実 在 的 関連 を完 全 に剥 奪 す る こ とに帰結 す る。 実際54年 判 決 は,繋 縛 坑 夫

リ入 トだ け を繋 縛 権 の権 原 と して絶対 化 す る こ二とに な るの であ る。 こ こで は繋

14)た とえばこの期間を過 ぎれば,逃 亡坑夫にたいす.るものと炭鉱主の権利は,少 なくとも別の炭

鉱主がこの坑夫をこの期間使用しているかぎり消滅す.る,等 々。他の係争で逃亡が問題になった

ものも,こ の判決ほどあからさまに逃亡と繋縛権を切 り離 してはい ない。1725年 のGeorge

LockhartとSaltcoatsの 炭鉱のタクスマンtac.k:ヨmanとの係争では,逃 亡坑夫が元の炭鉱主の

所有物であることを認めたが.,そ の根拠は1708年のWallacev.Cunninghamと 同じものであ

ったと評されている。またユ748年のJohnGibs.〔11'r,.AndrewScottで は,炭 鉱を離れた坑夫に

たいする繋縛権が,逃 亡を繋縛権の消滅の要件として承認したうえで,そ れを厳密に解釈するこ

とによって主張されている。Gf.Barrowman,oj,・.Cit..,PP.270,一71.
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縛権 の観 念 化 ・絶対 化 は,自 ら繋 縛制 度 の基 礎 を掘 り崩 す と ころ まで行 きつ い

て い るの で あ る15)6

61年 判 決 に移 ろ う。 この判 決 は,パ ローマ ソの指摘 す る よ うに,結 論 だ け を

見 る と54年 判 決 と全 くっ じつ まが 合 わ な い。 坑夫 が もとい た炭 鉱 主 の坑夫 繋 縛

権 が 絶 対 的 な もの で あ るな らば,.こ の係 争 で も グ レ・イ ン ジの繋 縛権iが ダ ソ ダス

の使 用 実 績 に 明 らか に優 先 す るはず だか らで あ る,,

とは い え,54年 判 決 で,坑 夫 リス トが繋 縛権 の最 強 の権 原 とされ た こ とを踏

ま え るな らば,61年 判 決 もあ る程 度,首 尾 一 貫 した もの と して理 解 す る こ とが

可能 で あ る。す なわ ち,グ レイ ン ジの所有 権 は,:::.の 時期 転 々 と して い て,ベ

ル チ ア ーの所有 に落 ち着 い てか ら も経 営 は活 発 とい え なか った。 したが って そ

の 間,繋 縛 坑夫 リス トとい う形 態 で炭 鉱 主 と坑夫 の 関係 を確認 した り,リ ス ト

を作 成 した と して もそ れ を十分 に維 持 した りす る.:::.とが で き なか った と考 え ら

れ るの で あ る。 この よ うに して炭 層所 有権 が 坑夫 繋 縛 権 として弱 体 化 してい た

とす るな らば,ダ ン ダス が行 った 繋縛 に対 抗 で き.　;1こか った と.して も不 思 議 は な

い。

さて坑 夫 繋 縛権 をめ ぐる対 立 ば,こ の地 域 で この時 期,以 上.の2っ だ け だ っ

た の では な い。裁 判 に ま では 至 ら なか った が 同様(:[:)対立 が,1774年,キ ャ ロソ

社 とキ ャデ ル の 間 に生 じてい る。 この対立 は前 後(:1:)事:情か ら判 断 す れ ば,1770

年 に は休 眠 状態 に な って いた グ レ イ ンジ の炭 鉱 が,キ ャデ ル の開 発 で よみ が え

り,坑 夫 繋 縛権 が そ の意義 を復 活 して生 じた もの 國層1:1ある。 そ して当 事者 間 の激

しい 摩 擦 は,こ こで も,当 該 の坑 夫 の使 用 をめ ぐ・=・て事 実 的 に存在 して い る利

害 が 全 く問 題 に され ず,対 立 が た ん な る坑 夫 の奪,・合'い とな って い った.こ とを

15)パ ローマ ンが紹 介 す る ケー ム ズ卿 の批判 は この点 に向 け ら.れてい る。炭 鉱主 の権利 は,炭 層 が

それ に繋縛 され た坑 夫 に飯 を保 障 す るか ぎ りのみ,つ ま り・…ステ.一トと して存続 す るか ぎ りでの

み,承 認 され る。 彼 の批判 は,炭 層 とい うエステ ー トに関わ ってい る諸個 人 に,こ の エステ ー ト

にた い してそれ ぞれ が も って い る関係 にふ さわ しい権 利 を,.重 層的 に.確認 しよ う とす る立 場 か ら

の,こ れ ら実 在 す る関連 を等 閑視 した,一 つ の権 利 の絶体 化 にたい す る,批3判 で あ る。 もっ とも

彼 の批判.自体,逃 亡 と繋 縛 権 を原則 と して切 り離 し,切 り離 しう.る逃亡 の限定 か ら出発 してい る

点 で,本 来 の繋 縛制 の立場 か らす れば,相 当後 退 した もの層て!ある`、
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示唆 してい るのである。

以上,ヒ こでは坑夫繋縛権が極限 とい えるまでに観念 化 し,そ れが炭層所有

権 として他の関係諸利害 に絶対的 に優越 して発動 され てい る。繋 縛権 を根拠づ

け るものはただ繋縛坑夫 リス トが あるだけであるζ,ここまで くれば坑夫繋縛権

は,炭 層の所有か.ら事実上 自立 した,坑 夫 とい う労働 力の直接 的支配権 す な

わち事実上 の奴隷所有権 であ る。

とはい えなお,こ の奴隷所有権 は,炭 層所有権 とい う形態 をまとって行使 さ

れ る。炭 層所有は.炭 層において奴隷 と奴隷主の関係が成立す る前提 であ り,

また炭層所有 のみが奴隷所有 にまで発展す る資格 をもつ。 したが って ここでは

なお,奴 隷所有は炭 層所有 としてのみ成立す るのである。

石炭鉱業 の発展 とと もに,坑 夫繋縛権は奴隷所有権 にまで変質 した。では こ

の発展 がい っそ う進 むな らば,事 態は どうなってい くで あろ うか。 これ につい

ては繋縛権 の変質 自体 が,あ る程 度の示唆 を与 えてい る。 この変質 は,炭 層 を

め ぐる実在的関連の捨象す なわちたん なる労働力 としての坑夫の支配権 への転

換 であ る。 この よ うな坑夫繋縛権 の もとで,坑 夫争奪戦 が繰 り広げ られ る。 こ

こには 自らの力能に よって坑夫 を炭層 に合体 す る主体 と しての炭鉱主,す なわ

ち炭層所有者 とは区別 され る経 営主 として.つ炭鉱主が,は っき りと姿 を現 して

い る。坑夫繋縛権 としての炭層所有権 は,〔:二の経営が,所 有炭層 において展 開

している ことを前提 としては じめて,強 力 に:行使 で きるので ある。

これは炭層所有 と炭鉱経営の分離が,ダ ソダスの経 営において さえ,潜 勢的

にか な りの程度 にまで進行 していたことを意 味 してい る。そ して この分離は,

キ ャ ロンが登場す る段階になる と,は っき りとかたちに とって現れて くる16)。

その もとでは,坑 夫繋縛権 は,た んに経営 に坑夫を譲 り渡すだけの存在へ と転

換す る。 そ して経営が坑夫 を従属 させ る独 　ヨの形態 を十分強 く発展 させ て くれ

ば,も はや経営 に とって障 害で しかない ものにな って い くのであ る。

16)こ こでは所有と経営の分離セ,広い意味で用い.ている1,すなわち炭層所有者と炭鉱経営者が人

格的に分離しない場合でも,こ の分離の条件が成熟していれば,事 実上の所有と陣営の分離 と考

え るので ある。
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3炭 鉱主 と坑 夫 の 関 係 に お け る,坑 夫 繋 縛 権 の観:念化 ・絶 対化

〔1〕1762年 控 訴 裁 判 所 判 決:ロ シ ア ン侯 爵 と彼 の1賭 博坑 夫 との係 争

theMarquisofLothianv,Lockhartandothex…3m

戸 シア ン侯 爵 は,ミ ドロシ ア ソMidlothianの ペ ソ ドリーチPendreichの

所 領 で,あ る炭 層 で働 い て いた 坑夫 た ち を2マ イ ル 贈 れた 別 の炭 層 に移 そ う と

し,坑 夫 が これ を拒否 した こ とか ら係争 が生 じた。 坑:夫は,新 しい炭 層 が労 働

条 件 の 悪 い こ とを指 摘 し,炭 層 が正 常 な労 働 条件 だ と 自分 が認 め る こ とが で き

な い と きには,繋 縛 され る こ とを拒 否す る権利 を主 張 した18)。

ロシ ア ン侯 爵 は この権 利 を完 全 に否定 した。 坑夫 は特定 の炭 層 だ け で働 く者

で は な い のだ か ら,彼 らは 「雇 主 の奴 隷 で しか な く∴ 雇主 が彼 らを働 か せ た い

と望 む炭 層 な ら ど こでで も働 い て,雇 主 に仕 えな け 耗 ば な らない」 ので あ った。

判 決 は ロシア ン侯 爵 を支 持 した。炭 鉱 主 の命 令 で,同 じ炭 鉱 の 中 で は あ って

も条 件 の悪 い炭 層 に移 る こ とが 当 り前 とな ってい た の に,坑 夫 の 主張 が通 る は

ず が なか った の で あ った。

この判 決 は,自 分 の一 方 的 意 志 で坑夫 を移動 させ る権 利 を炭 鉱 主 に認 め る こ

とで,画 期 的 な もの にな った 。 この判 決 は また,後 の時 代 か ら,繋 縛 制 度 の 暗

黒 面 を典 型 的 に示 す もの とされ,同 時 代 に あ って も ロシ ァ ン侯 爵 に たいす る

坑 夫 の抵 抗 は,繋 縛 坑 夫 の解 放 運動 の先 駆 け と して記憶 され て い った19)。 こ こ

にわ れ わ れ は,坑 夫 繋 縛権 の,労 働 力 の直 接 的 支配 権 へ の転 化 を,炭 鉱 主 と坑

夫 の 関係 にお いて,明 白 に見 て とる こ とが で き る。

坑 夫 は従 来 しば しば,あ る特定 の炭 層 に結合 され る とLされ て きた 。 それ は炭

鉱主 が,坑 夫 と炭 層 の所 与 の結 合 を承 認 し なけれ ば:な らない とい う論 理 を含 み

17)こ の 係 争 お よ び判 決 に つ い て の 整 理 は,Barrowman.OP.」=i:;!L.p.272;Duckhほm,qρ.`∫ ち,PP.

151,249,253に 依 拠 して い る。

「身 長6フ ィ ー トの 人 間 が,無 理 な く石 炭 を掘 れ,十 分 にlil…`…>f6L.吸え る だ1ナ の丈 の あ る炭 層 で18)

仕 事 を して,自 分 を繋 縛 す べ きで あ る とす れ ば,こ の 坑 夫 を::.の.よ うな 炭 層 か ら引 き離 して,呼

吸 も ま ま な ら な い,本 来 な ら彼 が け っ し て 自 分 を繋 縛 しな い1:::うな 薄 い 炭 層 で 仕 事 を や らせ る こ

と を炭 鉱 主 に認 め る の は,明 らか に法 の正 義 に反 して お り ま 噛'}噛。.」Duckham,ibid.,p.249.

19)Cf.Duckha皿,必 観.,PP.249,253,296,298.
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う る もの であ った。 それ は安定 した繋 縛 制 農 の もとに あ.って 自然 な こ とで もあ

った 。 特定 炭 層 を小 規 模 な坑 で 点 々 と掘 り;1自i{む坑 夫 が,次 に どこ を掘 るかは ,

多 か れ 少 なかれ 坑 夫 自身 に任 せ ざる を えな か った。 坑 夫 の炭 層 へ の繋 縛 は,こ

の 条件 を まっ て活 力 を得 る こ とがで きた し,そ れ を認 め た と ころ で,坑 夫 が こ

の炭 層 か ら離 れ る こ と も,ま ず あ りえ なか っ～こ=:.

だ が この,坑 夫 の,特 定 の 炭層 の 内部 で の1自 分 の意 志 に基 づ く移 動 は,後

退 しは じめ た。 それ にか わ っ℃坑 夫 の意 志 に関 わ りな しの,炭 鉱 主 の 意 志 に基

づ く移動 が少 なか らず 現 れ は じめた 。 そ れ は坑 夫 と炭層 を結 合 す る条 件 が,坑

夫 自身 に決 定 的 に属 して い る状 態 の解 消 で あ り,炭 鉱主 の,坑 夫 を炭 層 に結 合

す る主 体 へ の発 展 で あ った20〕。

係 争 は.こ の よ うな客 観過 程 の変 化 を前 提 に生 じた。 そ して判 決 は,こ の変

化 を法 認 した。 しか し判 決 は ま た,既 存 の繋縛 権 者 と して の炭 鉱 主 に,主 体 と

して の地位 を承認 した。 したが って 坑夫 は,炭 層所 有 者 と して の炭 鉱 主 の 奴隷

とな った 。 実 際 これ 以 後,坑 夫 は炭 層 所有 者 に.永続 的 に.従属 す る,彼 の意 の ま

ま に な る人 格 で あ る と,事 実 上見 な され る よ.)に な った の で あ る。

〔2〕1769年 控 訴 裁 判所 判決1サ ・ア ーチ ボ ル ト・ホ ープ と彼 の使 用 す る坑

夫 との係 争

Clerkandothersv.Hope")

エ デ ィンバ ラの周 辺 ハ リー ローHarrylow(1)炭 鉱主 ホ ー プSirArchibald

Hopeは,エ ドモ ンス トー ンEdmonstone,司1=/ク トソMonkton,ウ ール メ ッ.

トWoolmetの3っ の炭 鉱 を,そ れ ぞれ 異 な15地 主 か ら賃借 して稼 行 して い た。

それ ぞれ の炭 鉱 に 繋縛 され た 坑夫 に,繋 縛 され た炭 鉱 と違 う炭 鉱 で働 くこ と を

20)こ の2っ の移動の区別は,従 来見過ごされがちであ.つた,,ダッカムもまた 「移動は,多 くの坑

が小規模で短命であったころにも頻繁であった」(ll,fljl,p.249.)と指摘して,72年 判決の根拠

の説明の一部 としている。しかしこの区別は,石 炭鉱業における生産関係の発展を考察するに際

して,き わめて重要な区別である。もっとも 「自分のII重志に基づ く移動」とはいっても,こ の自

由は生産主体としての自立性から発生するものであ,ジ.〔,炭層所有への従属自体とは全く別物で

ある。

21)こ の係争および判決についての整理は,.Ha【rowman,.`ψ.,傭,.,P.272;Duckham,ibid.,P.工51
に依拠している。
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強 制 で き る もの な のか,あ る いは も し繋 縛 され た炭 鉱 の稼 行 が停 止 す れ ば,そ

れ は坑 夫 が 繋 縛 を解 除 され る十 分 な根 拠 とな る もの な のか 。 これ が 坑 夫 と ホ ー

プの間 で争 わ れ た。

控 訴 裁判 所 は先 にふ れ た62年 判 決 を判例 とし,ホ ・…プは坑 夫 に別 の炭 鉱 で働

く こ とを強 制 で き る と した 。坑 夫 に仕 事 を与 え るの であれ ば,炭 層 の所 有 者 は

どん な炭 鉱 に も坑 夫 を移 動 で き る こ とが で きる ので あ るか ら,炭 層 の賃 借 人 も

賃 借 人 の資 格 に お い 七同 じ権 限 を行 使 して差 し支 え ない,と い うわ け で あ った。

繋縛 坑 夫 が貸 し出 され て,繋 縛 され た炭 鉱 とは別 の炭 鉱 で働 くの は,:L7世 紀

か らか な らず し もめず ら しい こ とで は な い。 賃借 人 が繋 縛 坑 夫 に繋 縛 され た炭

鉱 とは別 の炭 鉱 で働 か せ るのは,こ れ と全 く同 一 の行 為 で あ る。 炭 層 の賃借 人

は 同時 に坑 夫 繋 縛権 も借 り受 け て い るのが論 理 的 で あ るか らで あ る22)。

相 違 は,通 常 の場 合,貸 し出 され て い る坑 夫 に は,賃 貸期 間が終 了 す れ ば帰

る.べき炭 層 が 必ず 存 在 して い る。 炭 層 をめ ぐる,こ の実在 的 関連 が,繋 縛坑 夫

の賃貸 借 関係 を基 礎 づ け て い るの で あ る。 この事例 の場 合 は それ が 消 滅 して い

る。 この相 違 は,繋 縛 制 度 が なお 支 配的 な もの と レ:::存続 す る も とで,い か な

る結果 を もた らす のか23)。

坑 夫 は炭 層 の賃 貸借 期 間が 終 了 す れ ば,別 の新 しい燦 層 に繋 縛 され る,、この

新 しい炭 層 が,賃 借 人 が坑 夫 を移動 させ た先 の 炭層 一'.::iある ことが,最 もお こ り

そ うな こ とが らで あ る。 炭 層 の 賃 貸借 の場 合,賃 借 期 間1中 に賃 借 人 の も とで こ

の炭 層 に合 体 した坑 夫 が,こ の炭 層 の所 有者 の 繋縛 権 の 対 象 とな るの が通 常 で

あ り,ま た こ の場 合,以 前 の 賃貸 借 に基 づ い て,も と.の炭 層 の所 有 者 が繋 縛権

を主 張 しよ うに も,そ れ を実 現す る対 象 で あ る炭 層 が 消 滅 して い る以 上,繋 縛

22)前 出本稿註10参照。繋縛坑夫の賃貸借については,Cf.Du,=.li.:1ユam、:,必砿,PP.247,250..

23)と ころで1っ の炭鉱への繋縛を解除されることは,繋 縛そのものから解放される.ことで は な

い。繋縛制度が支配的であるかぎり,坑 夫にとって,あ る炭鉱.への.繋縛を解除されたことは次に

自分が入ってい く炭鉱に新 しく繋縛されることでしかない。であそらとすれば,こ の係争の場合,

繋縛制度を前提して消滅した炭層からの解放を要求することは、坑夫にとってほとんど意味をな

さない。したがって当事者である坑夫は,:繋縛制度自体から解:1…嬬 れた自由坑夫となることを要

求していたに違いない。坑夫がこのような要求を公式に掲げてい叡=.とは,重 要な研究対象であ
る。われわれは後にこの問題に接近するであろう。
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坑夫 を有利 に譲渡す る以外 に,こ の権利 の行使 のしょうが ないか らである。

ここでは,繋 縛 された炭層 が消滅 して新 しい炭層に合体 された坑夫 が,賃 貸

借期間 の終 了 とともに次の賃借人 に事実上 そのまま引 き渡 され,自 動的に新 し

い炭層 に繋縛 され ることが,通 常 となる…・.歩手前まで きている。 このよ うな事

態 が繰 り返 されていけば.炭 層所有者の坑夫 繋縛権 は,炭 層所有者 に とって全

く無内容 な もの とな り,賃 借 人 としての炭鉱 主の坑夫支 配権 の保障以外の意 味

を もたな くなるのである2哩%

これ は坑夫繋縛権 の,炭 層所有 か ら自立1..、、た,坑 夫 とい う労働力 の直接 的支

配権 への転化が,不 可避的 に含む論理的帰結で ある。 とは いえ ここでは,坑 夫

繋 縛制は,.既 存の,エ ステー トをめ ぐる関係 の枠 内に とどま りうる可能性 を,

なお残 してい る。 ここではたんに徊前轍ii…:∂i)炭層への繋縛が,労 働指揮権 の基

礎 としての意味を失 っただけだか らであ る。賃借人の坑夫支配権 の現実的行使

が,こ の特 定性 を止 揚 した発 展 した繋 縛1::.いう基 礎 を得 るか ぎ り.そ れ は エ ス

テ ー トにた い す る関係 と して承 認 され,.古 陶、・諸 関係 が 発展 的 に再建 され るの で

あ る。

この可 能 性 の現 実 へ の転 化 は,明 らか に賃借 人 の 経 営 の も とで展 開 す る,現

実 の生 産諸 関係 の 内実 に かか って い る。 ・い:回プの経 営 の場 合 は どうで あ った か。

ホ ー プは エ デ ィンバ ラ周 辺 で は卓 越 した炭 鉱 主 の1人 で あ り,係 争 の時期 には

ハ リー ロー な ど自家有 炭 層 を稼 行 ず るだ け で な く,炭 層 の賃借 に よ る経 営 の拡

張 に も向か って い た。 彼 の稼 行 は,係 争 に現 れ て い る以 外 に も,ス トー ニ ー.ヒ

ルStoneyhillや イ ン ヴ ァ レス クInvereskの ピ ンキ ーPink{eが あ り,1790年

に は,彼 の稼 行 ず る炭 鉱 で は合 計500名 の坑 夫 が雇 用 され て い た とい う25)。

坑 夫 との係 争 は,こ の よ うな炭鉱 経 営 の拡 張:の過 程 で生 じた の で あ った。

われ わ れ は,こ の事 実 だ け で は,生 産 関 係 につ い て 明確 な評価 を下 す こ とは

で きない 。 しか し この事 実 に は,ホ ー プ〔:{)経営 が 資本 家 的 経 営 と して発 展 しつ

24)係 争が炭鉱主と坑夫の間で争われ,炭 層所有者の利害が現れていないという事実は,こ の事例

においても既に,炭 層所有者の繋縛権の無内容化が進んでいた可能性を示唆している。

25)Cf.Duckham,op.cit・,P.・151.
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っ あ った こ とが,少 な く と もほ の見 えて い る。 この資:本家 的経 営 へ の発 展 の傾

向 が 支 配 的 で あ るか ぎ り,エ ス テ ー トは再 建 で きな い。 そ して69年 判 決 は,坑

夫 繋 縛権 の,坑 夫 と炭 層 や炭 層 所 有者 との 関 連 のi　…i失と,資 本 と しての炭 鉱 主

の た ん な る労 働 力 使 用 権 へ の移 行 を,法 の 側 か ら1:1:当化 す る もの に な って い く

の で あ る。

II小 括

以上われ われは,坑 夫繋縛制 の変質過程 を追 っ「::.Yた。われわ:れは,ま ず こ

の制度の出発点 の構成 を確 認 した。それ は坑夫 と承:層の 自然的結合 を基礎 とし

たエ ステ ー トとしての炭 層の所有関係 であ った。ついで18世 紀に この構成が解

体 しは じめ ることを確認 し,中 葉以降 の坑夫繋縛楮 をめ ぐる係争 を,主 として

取 り上 げて,こ の解体過程 の具体的諸側面 を考察 した。

これ らの係争 に共 通す るのは,坑 夫繋縛権 が実;首i…:的諸関係 との関連 を断 ち切

られ て,観 念的 ・絶対的 に行使 され る ものへ と転換 している ことであった。坑

夫 繋縛権 の,こ の解体 は,ど こまで どの ように進行 していたのか。 それ は炭鉱

主 一坑夫一炭 層所有 の関係の,い か なる変化 を指 し示 しているのか。 われわれ

は,こ の点 につ いて,次 の ように整理 する ことがでiirる。

まず ウ ォレス とカニ ンガ ムの係争,グ レイ とボ ーグルの係争、 スペ ンス とス

コ ヅ トの係争は,繋 縛権 の観念化 ・絶対化の順次1}1:1進行 として捉 え るこ とがで

きる。 それはまた,エ ステー トと しての炭層 の解体の進行 で もある。 グレイ と

ボ ー グルの係争では,エ ステー トが,坑 夫 と炭層 の自然 な結合 とい うよ りは,

炭 鉱主 の意 志の所産 として現れ た。1763年 判決では,炭 層所有か らは さしあた

り独 自の,経 営主 としての炭鉱主 の坑夫支配権 が登場 し,こ れ を承認す る関係

が事実的 に形成 されて いた。

第2に,ダ ンダスを中心人物 とす る二つ の係争では,坑 夫 繋縛権 の変質が,

極 限 にまで行 き着 いていた。 ここでは坑夫 は炭層 に、たいす る関係か ら完全 に切

り離 され,た んなる労働 力に転 化 してお り,こ れ に.対応 して繋縛権 屯,こ のだ



68(252)第148巻 第41.lil・6号

ん なる労働 力の直接的支配権,す なわち事実上の奴隷所有権 に転化 していた。

そ して62年 ロシア ソ侯爵や69年 ホ ープの,坑 夫 との係争 は,こ の変質 を炭鉱主

と坑夫 の直接 の関係にお いて示す ものであ一=:1た。

第3に,坑 夫繋縛権 は,さ しあた り炭層所有権 として観念化 ・絶対化 してい

った。 しか し変質 した繋縛権が,た んな る労働力の直接的支配権 であ った とす

れば,そ れが炭層所有権 と合体 し続 け るこ:.と:」篤 それ 自体 としては偶然 である。

ここには炭層所有権 と坑夫繋縛権 が分離 し,炭 層所有権 が坑夫支配権 としては

後退す る可能性が,不 断に存在す る。69年 の 係争はまた,こ の可能 性の現実性

を示唆 し,'さ らにそ こでは,こ の現実性 を賦与す る もの.として,資 本 としての

炭鉱主がほの見えているのである。

以上 か ら,わ れ われ は.次 のよ うな結論 を下す ことがで きる。す なわ ち坑夫

繋縛制 の変質は,石 炭鉱業の一定 の ブル ジ 、、[ア的進化の所産 であった。 この進

化 が坑夫繋縛権 の観念化 ・絶対化 を条件づけ,ま た繋縛制度 を奴隷制度た ら し

めたのであった20)。

だが これ までの考察 では,こ の ブルジ ≡…1ア的進化 それ 自体 を,基 礎過程 にま

で降 りて考察 して きたわけでは ない。す なわ ち石炭鉱業 におけ る商 品生産の発

展や,独 自の資本主i義的生産様式 ない し生産関係の発展 を考察 して きたのでは

ない。た しか に,こ れ らの要素は部分 的に.は窺 うことが で きた。 しか しわμわ

れ は,今 の ところ,ブ ル ジ ョア的要素の発生 にたい して,旧 制 度 としての坑夫

繋縛制が,ど のよ うに対応 していた のか 竃iゴ。 ある程度 明 らかに したに とどま っ

ている。

したが って坑夫繋縛制 の変遷 の諸契機r!二捉 えてい くには,な お課題が残 され

てい る。次稿 では,ま ず第1に,い ま指摘 した ブル ジ ョア的進化の基礎過程 を,

なにほ どか で も明 らかにす る必要 があ る。われわれは,こ の課題 を,キ ャロン

社 の,ま た ロー.バックや キ ャデル とい っプ:::こ:二の会社の関係者たちの炭鉱経 営 を

26)こ こで こ うい うのは,変 質 の契機 の1つ と し.て:である。 ブル ジ ョア的進 化 がい っで もど こで も

坑夫 を ここでい う奴隷 にす るとい うわ けで はな い。
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取 り上 げ,こ れ らス コ ッ.トラ ン ド工 業 化 の旗 手 た ちが,ス コ ッ トラ ン ド石 炭 鉱

業 の直 接 的生 産 過程 に,い か な る変 革 を もち こん 「:.いた のか を検 討 す る こ とで

果 た した い。

第2に,1775年 の坑 夫 解放 令 に初 め て公 式 に整'・,た姿 を現 す,坑 夫 繋 縛 制 度

廃 止 の動 きを検 討 す る必 要 が あ る。 そ こで は い った:い何が どの よ うに争 われ 解

決 され て い った のか 。 本稿 で の検討 や,次 稿 で の基 礎過 程 に つ い て の検 討 は,

この考 察 の 前提 とな って い くはず であ る。


